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次 期 基 本 計 画 の 重 点 戦 略 に つ い て
（前回審議会で確認済）

②



現行計画の成果指標
●第１次計画では，成果指標の設定はなかったが，現行の第２次計画では，同時期に策定作業を行って

いた市基本計画における政策指標の設定に併せて，

当審議会において，

『行政だけでなく，市民や事業者の行動指針にもなる「共汗型計画」として，皆で理解しやすい目標を設定

することが重要』

との御議論をいただき，以下の４つの象徴的な指標を設定した。

① 犯罪発生（刑法犯）認知件数 ② 交通事故による死者数 ③ 交通事故による死傷者数

④ 「自治会などの事故や犯罪を防ぐ取組により，安心して暮らせるまちである」と思う市民の割合

③



次期基本計画の成果指標等について（１）

●次期基本計画では，

①重点戦略の３つの柱の進捗状況を測ることができる，

②市民・行政・警察等の取組の成果を表すことができる，③誰もが理解しやすくわかりやすい

の３つの視点を踏まえ，設定。

〚参考（他の政令市の成果指標）〛

○交通事故による「死者数」，「死傷者数」については，交通安全対策基本法に基づき，国が交通安全計画を策定しており，それに基づき作成された

都道府県の同計画を受け，ほとんどの政令市で策定している。都道府県計画で定める指標を踏襲しているため，政令市間で交通安全分野の指標

立てに差はない。各政令市で策定する交通安全計画で指標を定めており，改めて生活安全分野の基本計画で指標としている政令市はない。（防

犯と交通事故防止が一体となった計画を策定している政令市はない。）

⇒ 次期基本計画では，交通事故に係る指標設定はせず，交通安全計画に委ねることとする。

○防犯分野の指標について，現行計画で刑法犯認知件数を指標にしている市は，２０政令市のうち京都市を含め１３市。体感治安を指標にしている

市は，京都市を含め４市のみ。刑法犯認知件数のみを指標として設定している政令市も多い。

○指標立てはせず，「○○に取り組む」といった事業を実施することそのものを目標として掲げている政令市もある。

④



次期基本計画の成果指標等について（２）
≪成果指標≫

① 刑法犯認知件数 １万件以下を維持≪安全を測る指標≫ （柱①，柱③に関連）

⇒現行（第２次）計画において，掲げていた刑法犯認知件数を引き続き指標に設定。

ただし，単に件数を下げれば良かったこれまでとは違い，近年は“犯罪の質”が変わってき

ているため，件数にとらわれるより，各事案にきめ細かに対応していくことが必要であると考え，

具体的数値は掲げず，１万件以下を維持することを目標とする。

② 体感治安（安心して暮らせるまちであると思う市民の割合） 50％以上≪安心を測る指標≫ （柱①，柱②に関連）

⇒市民の安心感を計る指標として未達成であるため，引き続き設定。

③ 「見せる防犯」実践者数の増加 （柱①，柱②に関連）

⇒柱②「見せる防犯」の成果指標として設定。「見せる防犯」実践者数が増えれば，柱①「犯罪抑止・交通事故防

止のための環境づくり」にもつながる。

※例えば，「見せる防犯」の知識向上のためのハンドブックを作成，これを活用した市民・事業者向けの講座等

の開催，「見せる防犯」物品の配布などを検討中。

⑤


